
マンション修繕工事（専有部も含む）におけるアスベストの注意点（2025年最新版）

団体賛助会員 加藤 雅信 （株式会社オオスミ）

マンションの修繕工事や専有部のリフォームでは、「アスベスト」の存在を無視できません。アスベストは耐

火性・断熱性に優れ、かつては多用されましたが、その有害性から現在は使用禁止となっています。しかし、昭

和から平成18年（2006年）頃に建築されたマンションにはいまも多く残っており、工事時に飛散すると深刻

な事故や健康被害につながる可能性があります。

1. アスベストとは何か

アスベストとは、石綿（せきめん、いしわた）とも呼

ばれ、蛇紋岩系及び角閃石系の繊維状鉱物の総称であり、

現在は6種類（クリソタイル、アモサイト、クロシドラ

イト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライ

ト）が0.1％（重量比）を超えて含有しているものをい

う。（図1参照）

アスベストは有害性が非常に高く、アスベスト粉じん

を吸引すると、肺胞などに刺さり10～20年以上経過し

た後に中皮種、肺がん、胸膜プラークなどの病気を発症

し、やがて死に至る恐ろしい物質である。そのためアス

ベスト用マスク等を着用し、吸引しない事が大切である。

アスベストは4つのカテゴリーに分類され、発じん性

の高いものから

レベル1（吹付け材等）、

レベル2（耐火被覆材・保温材・断熱材、煙突断熱材、

折板裏断熱材等）、

レベル3（成形板等）、

仕上げ塗装材等（仕上塗材、吹付けタイル、リシン吹

付け等）と決められており、分類により工事の方法が異

なり、レベル1が隔離養生等の非常に厳しい対策が必要

である。                              （表1 参照）

2 . 建物と法律の関係

一般的にアスベストを使用した建物は、平成18年

（2006年）8月31日までに着工（竣工ではない）した

建物が対象である。よって平成18年9月1日以降に着工

した建物は、アスベスト未使用のためアスベスト調査の

対象外である。

アスベストに関わる主な法律は、大気汚染防止法、労

働安全衛生法 石綿障害予防規則、宅地建物取引業法

（宅建業法）、建築基準法、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（廃掃法）、建設リサイクル法など多岐にわた

る。(表2 詳細はパンフレット参照)

また、アスベストに係る条例は、都道府県、政令指定都

市などで独自で定めており、法律と違い各地域により規

制内容が異なるので、注意が必要である。

アスベストが集合住宅に関わる事は、一般的な改修工

事や建物全体の大規模修繕工事であり、具体的には、屋

上防水（シート防水、アスファルト防水、塗膜防水等）、

外壁及び軒天の仕上材（仕上塗材、リシン吹付け等）、

目地や窓枠のシーリング材等、設備配管関係（配管エル

ボ保温材、ガスケット、アスファルトジュート、ダクト

パッキン、キャンバス継手、耐火二層管、煙突断熱材、

折板裏断熱材）、耐火被覆材、駐車場、共用部の修繕箇

所等（エントランス、共用廊下、階段、集会場、機械室、

電気室、EV機械室、PS・DS配管等）などが対象とな

る。

（図2 各建材写真参照）

図１ アスベスト写真例
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出典：参考文献1表1 アスベストの分類

浜管ネット通信５０号（２０２５年秋）

-7-



図2-1 シート防水例

図2-2 仕上塗材例

図2-3 シーリング材例

図2-4 配管エルボ保温材例

図2-5 耐火二層管例

図2-6 煙突断熱材例

図2-7 吹付け材（耐火被覆材）例

図2-8 ガスケット例

図2-9 岩綿吸音板例

図2-10 長尺シート例

図2-11 ケイカル板第1種例

図2-12 バルコニー隔て板例
（フレキシブルボード）

出典：参考文献3 他
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表2 石綿による環境汚染・健康障害をなくそう 出典：参考文献2
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3. 調査・届出と管理組合等の責任

建物解体（延床面積80㎡以上）や建物改修（消費税

込み100万円以上の工事）時は、工事の元請け業者は、

アスベスト事前調査結果を電子申請にて届出を行わなけ

ればならない。(詳細はパンフレット参照)

ただし、アスベスト事前調査は、改修及び解体時には

面積や金額の制限はないため、小規模でも必ず有資格者

が行う必要がある。

そのためには、過去の改修工事の記録（契約書・仕上

表・平面図・立面図・写真・カタログ等）の保管が必須

であり、建物が存在する限りは、記録を蓄積・保管して

おくことが重要である。病院のカルテ等と同じであり、

建物カルテを作成しておくことが建物（調査・工事含

む）を適切に管理する方法と考えられる。

また、レベル1及びレベル2のアスベスト工事の該当

時には、区役所（市役所）の大気汚染防止法届出窓口や

所管の労働基準監督署に、工事開始14日以上前に所定

の工事計画書を提出し承認を受ける。なお、アスベスト

除去工事完了後は、報告書を提出する。（産業廃棄物の

予定数量を提出する自治体もある）

大気汚染防止法のアスベスト工事の届出者は発注者で

あり、労働安全衛生法の届出者は元請け業者となるため、

元請け業者は発注者にアスベスト工事内容の説明を行う

義務がある。（大気汚染防止法 第18条）

アスベスト事前調査は、令和5年（2023年）10月か

らは建築物石綿含有建材調査者（特定・一般）、日本ア

スベスト調査診断協会に登録した者などの有資格者が行

う事となった。なお、令和8年（2026年）1月1日から

は、工作物石綿含有建材調査者が義務付けられる。(詳

細はパンフレット参照)

出典：参考文献4
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アスベスト分析技術者は、公益社団法人日本作業環境測定協会、一般社団法人日本環境測定分析協会、一般社

団法人日本繊維状物質研究協会などが定めるいずれかの有資格者が分析を行う。(詳細はパンフレット参照)

アスベスト除去工事は、石綿作業主任者が工事

計画を行い、アスベスト除去の全体工事管理及び

アスベスト特別教育講習を受講した工事従事者を

管理しなければならない。

一般的にアスベスト除去工事は、一般建築工事

に比べて費用が高くなるため、実績がある専門業

者に依頼することが重要である。

大気汚染防止法などでは、令和3年（2021

年）4月より直接罰が制定されたことにより、レ

ベル毎のアスベスト工事方法の遵守等が一段と厳

しくなった。(詳細はパンフレット参照)

出典：参考文献6

学校の理科の実験で使われていた「石綿金網（アスベス

ト付き金網）」は、有害物質であるアスベストを含んで

おり、現在は使用・販売が禁止されています。

1988年頃から、アスベストを含まないセラミック付き

金網などが代替品として販売されるようになりました。
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４．.近年の事故例と社会的責任

近年のアスベスト事故に関する報道では、アス

ベスト事前調査を行わずに解体工事を実施し、事

前調査は行ったが、一部の事前調査不備などによ

りアスベスト含有している建材を対策なしで解体

工事を行った事例がみられる。

この様な不適切なアスベスト除去工事は、作業

員のアスベスト粉じん暴露による健康被害、周辺

住民の健康被害等を引き起こす可能性が非常に高

く、社会的な責任は重大である。

５．まとめ

アスベストは「過去の問題」ではなく、今なお

マンションに潜むリスクである。修繕やリフォー

ムでは、管理組合が調査・届出・施工・記録を把

握することに加え、必要に応じて実績のある専門

家に相談しながら進めることが、住まいを長く快

適にかつ安全に保つための心得といえるでしょう。
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1. 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

（環境省・厚生労働省）

https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html

2. 石綿による環境汚染・健康障害をなくそう（厚生労働省・国土交通省・環境省）
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5. 環境省ホームページ

https://www.env.go.jp/

6. 厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/index.html

7. 国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/

出典：参考文献5 一部抜粋
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